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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年5月24日(2012.5.24)

【公開番号】特開2009-132720(P2009-132720A)
【公開日】平成21年6月18日(2009.6.18)
【年通号数】公開・登録公報2009-024
【出願番号】特願2008-305652(P2008-305652)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   6/083    (2006.01)
   Ａ６１Ｃ  13/23     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   6/083   ５００　
   Ａ６１Ｃ  13/23    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
歯科材料の調製のための組成物であって、該組成物は、
式（Ｉ）
【化１】

のアルキレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－四酢酸－（メタ）アクリルアミドを含有し
、
式（Ｉ）において、
　Ｘは、各場合において独立して、ＯまたはＮＲ６を表し、
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、互いに独立して水素または
【化２】

を表し、ここでＲ１、Ｒ２およびＲ３は、同時に水素にはならず、
　Ｙは、各場合において独立して、直鎖または分枝鎖のＣ１～Ｃ１５アルキレン基を表し
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、該アルキレン基には、１個以上のＯまたはＳが介在し得、
　Ｒ４は、各場合において独立して、水素またはＣ１～Ｃ１０アルキル基を表し、
　Ｒ５は、各場合において独立して、水素またはＣ１～Ｃ８アルキル基を表し、
　Ｒ６は、各場合において独立して、水素またはＣ１～Ｃ６アルキル基を表し、そして
　ｐは、２～１０である、
組成物。
【請求項２】
　Ｙは、各場合において独立して、直鎖または分枝鎖のＣ１～Ｃ１０アルキレン基であり
、該アルキレン基には、１個以上のＯまたはＳが介在し得、
　Ｒ４は、各場合において独立して、水素またはＣ１～Ｃ８アルキル基を表し、
　Ｒ５は、各場合において独立して、水素またはＣ１～Ｃ６アルキル基を表し、
　Ｒ６は、各場合において独立して、水素またはＣ１～Ｃ４アルキル基を表し、そして
　ｐは、２～６である、
請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
接着剤またはセメントの調製のための、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
歯科材料として使用される重合性組成物であって、少なくとも１種の請求項１または２に
記載のアルキレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－四酢酸－（メタ）アクリルアミドを含
有する、重合性組成物。
【請求項５】
アルキレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－四酢酸－（メタ）アクリルアミドに加えて、
少なくとも１種のさらなるラジカル重合性モノマーを含有する、請求項４に記載の重合性
組成物。
【請求項６】
ラジカル重合の開始剤を含有する、請求項４または５に記載の重合性組成物。
【請求項７】
２個以上の重合性基を有する少なくとも１種のモノマー、および／または１個以上の酸性
基を有する少なくとも１種のモノマーを含有する、請求項５または６に記載の重合性組成
物。
【請求項８】
光重合の開始剤を含有する、請求項６または７に記載の重合性組成物。
【請求項９】
充填材を含有する、請求項４～８のいずれか１項に記載の重合性組成物。
【請求項１０】
前記充填材が、１ｎｍ～１０μｍの平均粒径を有する粒子性充填材であることを特徴とす
る、請求項９に記載の重合性組成物。
【請求項１１】
　ａ）０．５重量％～５０重量％の式（Ｉ）によるアルキレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，
Ｎ’－四酢酸－（メタ）アクリルアミド、
　ｂ）０．０１重量％～１５重量％のラジカル重合の開始剤、
　ｃ）０重量％～８０重量％のさらなる重合性モノマー、
　ｄ）０重量％～９５重量％の溶媒、
　ｅ）０重量％～７５重量％の充填材、
を含有する、請求項４～１０のいずれか１項に記載の重合性組成物。
【請求項１２】
　ａ）５重量％～４０重量％の式（Ｉ）によるアルキレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’
－四酢酸－（メタ）アクリルアミド、
　ｂ）０．１重量％～５重量％のラジカル重合の開始剤、
　ｃ）０重量％～６０重量％のさらなる重合性モノマー、
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　ｄ）０重量％～８０重量％の溶媒、
　ｅ）０重量％～６０重量％の充填材、
を含有する、請求項１１に記載の重合性組成物。
【請求項１３】
ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＯ（ＯＨ）またはこれらの混合酸化物に基づく単
分散ナノ粒子性充填材を含有する、請求項１２に記載の重合性組成物。
【請求項１４】
前記充填材が、５ｎｍ～２００ｎｍの平均粒径を有することを特徴とする、請求項１２ま
たは１３に記載の重合性組成物。
【請求項１５】
　ａ）５重量％～４０重量％の式（Ｉ）によるアルキレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’
－四酢酸－（メタ）アクリルアミド、
　ｂ）０．１重量％～５重量％のラジカル重合の開始剤、
　ｃ）０重量％～６０重量％のさらなる重合性モノマー、
　ｄ）１重量％～７５重量％の充填材、
を含有する、請求項１１に記載の重合性組成物。
【請求項１６】
石英、セラミック、ガラスセラミックまたはガラス粉末に基づく極微小充填材を含有する
、請求項１５に記載の重合性組成物。
【請求項１７】
前記充填材が、０．０１μｍ～５μｍの平均粒径を有することを特徴とする、請求項１５
または１６に記載の重合性組成物。
【請求項１８】
成分（ｃ）が、前記組成物の全体の質量に対して１重量％～５０重量％の１個以上の酸性
基を有するモノマーを含有することを特徴とする、請求項１１～１７のいずれか１項に記
載の重合性組成物。
【請求項１９】
成分（ｃ）が、前記組成物の全体の質量に対して１重量％～４５重量％の２個以上の重合
性基を有するモノマーを含有することを特徴とする、請求項１１～１８のいずれか１項に
記載の重合性組成物。
【請求項２０】
接着剤またはセメントとして使用される、請求項４～１９のいずれか１項に記載の重合性
組成物。
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